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市第８号議案 

   横浜市公園条例の一部改正 

 横浜市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成29年５月19日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市公園条例の一部を改正する条例 

 横浜市公園条例（昭和33年３月横浜市条例第11号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条の５第１項中「 100 分の２」の次に「（横浜公園にあって

は、 100 分の７）」を加え、同条第２項中「 100 分の10」の次に「

（横浜公園にあっては、 100 分の31）」を加える。 

 第30条を次のように改める。 

 （横浜公園の野球場に関する特例） 

第30条 株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場（附属する施 

設を含む。）を管理して同公園を使用する場合の使用料の額は、

第16条第１項の規定にかかわらず、アマチュア競技団体以外の団

体が興行（入場者から入場料その他これに類する対価（以下「入

場料等」という。）を徴収するものに限る。）を行うため当該野

球場を使用する場合にその対価として株式会社横浜スタジアムが

徴収する額に 100 分の８を乗じて得た額及び当該野球場に係る土

地借受料の額を基準として、規則で定める。 

 第31条第１項第１号中「入場料その他これに類する対価（以下「

入場料等」という。）」を「入場料等」に改める。 

 別表第１横浜公園の項を削る。 
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別表第２第１号エの表横浜公園の野球場の項を削り、同表野球場

（横浜公園の野球場を除く。）の項中「野球場（横浜公園の野球場

を除く。）」を「こども自然公園の野球場」に改め、別表第２第３

号イ中「入場料その他これに類する対価」を「入場料等」に、「15 

0,000 円以内で市長の定める」を「１時間につき 1,300 円以内の」

に改め、同号エの表場内放送設備の項、浴室（温湯シャワーを含む

。）の項、温湯シャワーの項及びロッカールームの項を削り、同表

屋外照明設備の項中「１時間」を「30分」に、「70,000円」を「2, 

650 円」に改め、同表スコアボードの項、会議室の項、屋内練習場

の項及び備考を削る。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第３条の５

第１項及び第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜公園の公園施設の設置基準を改めるとともに、同公園の野球

場に係る使用料を改定する等のため、横浜市公園条例の一部を改正

したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 公 園 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 公 園 施 設 の 設 置 基 準 ） 

第 ３ 条 の ５  法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 100  

    （ 横 浜 公 園 に あ っ て は 、 100 分 の ７ ） 
分 の ２                  と す る 。 

 

２  令 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 場 合 に 関 す る 法 第 ４ 条 第 １ 項 た

だ し 書 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 範 囲 は 、 同 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 

                   （ 横 浜 公 園 に あ っ て は 、 
限 り 、 当 該 公 園 の 敷 地 面 積 の 100 分 の 10  

 

 100 分 の 31 ） 
       を 限 度 と し て 前 項 の 規 定 に よ り 認 め ら れ る 建 築 面 積 
 

を 超 え る こ と が で き る こ と と す る 。 

   （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 横 浜 公 園 の 野 球 場 に 関 す る 特 例 ） 
（ 横 浜 公 園 の 野 球 場 に 関 す る 特 例 ） 

 株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム が 横 浜 公 園 の 野 球 場 （ 附 属 す る 施 
第 30 条 

 株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム が 横 浜 公 園 の 野 球 場 を 使 用 す る 場 

 設 を 含 む 。） を 管 理 し て 同 公 園 を 使 用 す る 場 合 の 使 用 料 の 額 は 、 
合 の 使 用 料 の 額 は 、 第 16 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 横 浜 公 園 

 第 16 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 ア マ チ ュ ア 競 技 団 体 以 外 の 団 
の 野 球 場 に 係 る 土 地 借 受 料 及 び 光 熱 水 費 を 基 準 と し て 、 規 則 で 定 

 体 が 興 行 （ 入 場 者 か ら 入 場 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 対 価 （ 以 下 「 入 
め る 。 

 場 料 等 」 と い う 。） を 徴 収 す る も の に 限 る 。） を 行 う た め 当 該 野 
 

 球 場 を 使 用 す る 場 合 に そ の 対 価 と し て 株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム が 
  

 徴 収 す る 額 に 100 分 の ８ を 乗 じ て 得 た 額 及 び 当 該 野 球 場 に 係 る 土 
 

 地 借 受 料 の 額 を 基 準 と し て 、 規 則 で 定 め る 。 
 

                               
２  株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム は 、 毎 年 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 

                               
横 浜 公 園 の 野 球 場 の 年 間 使 用 計 画 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら 

     
な い 。 

                               
３  株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム が 前 項 の 年 間 使 用 計 画 書 に 基 づ き 横 浜 
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公 園 の 野 球 場 を 使 用 す る た め 、 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 

                               
受 け よ う と し て し た 申 請 が 、 他 の 者 の 申 請 と 競 合 し た 場 合 に お い 

                               
て 、 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 第 21 条 の 規 定 に か か 

                               
わ ら ず 、 株 式 会 社 横 浜 ス タ ジ ア ム を 優 先 者 と す る こ と が で き る 。 

 （ 三 ツ 沢 公 園 の 球 技 場 に 関 す る 特 例 ） 

第 31 条  ア マ チ ュ ア 競 技 団 体 以 外 の 団 体 で 市 長 が 指 定 し た も の （ 以 

 下 「 指 定 団 体 」 と い う 。） が 三 ツ 沢 公 園 の 球 技 場 を 利 用 す る 場 合 

 の 利 用 料 金 の 基 本 額 は 、 別 表 第 ５ 第 １ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 １ 

 試 合 に つ き 150,000 円 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 

 、 150,000 円 に 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 加 え た 額 と す る 。 

                             入 
 (1)  三 ツ 沢 公 園 の 球 技 場 の 利 用 に 際 し 、 指 定 団 体 が 入 場 者 か ら   
                             入 

  場 料 等                          
                             を 
  場 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 対 価 （ 以 下 「 入 場 料 等 」 と い う 。）  

  徴 収 す る 場 合  別 表 第 ５ 第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 徴 収 し た

  入 場 料 等 の 総 額 に 20 分 の １ を 乗 じ た 額 

   （ 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

別 表 第 １ （ 第 ７ 条 第 １ 項 ） 

  有 料 施 設 

有料施設の属する公園の名称     有料施設の種別    

         （省       略）          

               

横浜公園           

               

野球場            

         （省       略）          

 

別 表 第 ２ （ 第 16 条 第 １ 項 ） 

 (1)  使 用 料 の 基 本 額 

   （ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 
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エ  有 料 施 設 の 使 用 料 

種       別    

貸  切  使  用  料   個  人  使  用  料   

単   位  金   額  単   位  金   額  

                

横浜公園の野球場        

      

１時間につき 

       

28,000円以内 

  

こども自然公園の野球場    

野球場（横浜公園の野球場を  

               

除く。）           

（省 略）  （省 略）  

  

 
 
 

   （ 第 ２ 号 省 略 ） 

 (3)  使 用 料 の 増 減 

   （ ア 省 略 ） 

                  入 場 料 等          
  イ  有 料 施 設 の 使 用 者 が 会 合 者 か ら 

入 場 料 そ の 他 こ れ に 類 す る 

                           １ 時 間 
を 徴 収 す る 場 合 は 、 第 １ 号 エ に 定 め る 使 用 料 に 、 

対 価                       150,000  

   に つ き 1,300 円 以 内 の   
             額 を 加 え た 額 を 、 当 該 施 設 の 貸 切 使 用 

円 以 内 で 市 長 の 定 め る 

料 と す る 。 

   （ ウ 省 略 ） 

エ  有 料 施 設 の 使 用 者 が 当 該 有 料 施 設 の 付 属 設 備 を 使 用 す る 場 

合 は 、 第 １ 号 エ に 定 め る 使 用 料 に 、 次 表 に 定 め る 額 を 加 え た

 額 を 、 当 該 施 設 の 使 用 料 と す る 。 

附 属 設 備 の 種 別  単     位      金    額   

                  

場 内 放 送 設 備 

               

１回につき          

           

    4,000円以内 

                  

浴室（温湯シャワーを含む。） 

               

１室１回につき        

           

    6,000円以内 

                  

温 湯 シ ャ ワ ー 

        

１回につき   

       

個人用    

            

     100円以内 
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団体用 

           

    2,500円以内 

                  

ロ ッ カ ー ル ー ム 

               

１室１回につき        

           

    3,000円以内 

               （省       略）                

屋  外  照  明  設  備 30分             
    につき 
１時間            

    2,650円  
       以内 
   70,000円  

                  

ス  コ  ア  ボ  ー  ド 

               

１回につき          

           

    7,000円以内 

                  

会 議 室 

               

１日につき          

           

    4,500円以内 

                  

屋 内 練 習 場 

               

１時間につき         

           

    3,000円以内 

 

                             
備 考  会 議 室 及 び 屋 内 練 習 場 に つ い て は 、 単 独 で 使 用 す る こ と 

                              
   が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 使 用 料 の 額 は 、 会 議 室 

                              
   に つ い て は １ 日 に つ き 4,500 円 以 内 、 屋 内 練 習 場 に つ い て は 

                   
   １ 時 間 に つ き 3,000 円 以 内 と す る 。 

 


